
別紙 

企画書選定審査項目（審査基準） 
 

審 査 項 目  

１ 事業の目的、趣旨  

【優】理解している 
【良】おおむね理解している 
【可】一部しか理解していない 
【不可】理解していない 

２ 設定された達成目標  

【優】具体的な成果が十分に見込まれる内容である。 
【良】具体的な成果が見込まれる内容である。 
【可】具体的な成果があまり見込まれない内容である。 
【不可】具体的な成果が全く見込まれない内容である。  

３ 計画の遂行能力  

【優】計画の遂行が十分可能な体制 
【良】計画の遂行が可能な体制 
【可】計画の遂行があまり可能でない体制 
【不可】計画の遂行が可能でない体制                    

４ 事業の趣旨と事業内容  

【優】整合性がとれている。 
【良】おおむね整合性がとれている。 
【可】あまり整合性がとれていない。 
【不可】整合性がとれていない。  

５ 経理及びその他の事務について  

【優】適切な管理体制及び処理能力を十分有する団体である。 
【良】適切な管理体制及び処理能力を有する団体である。 
【可】適切な管理体制及び処理能力をあまり有していない団体である。 
【不可】適切な管理体制及び処理能力を有していない団体である。 
 ※過去３年以内に交付決定の取消があり、当該取消の原因となる行為を行っ

た補助事業者等は、無条件で「可」以下の評価とする。 

６ 産業動物獣医師確保に係る地域の取組について  

【優】別添の評価指標に照らし、相対的評価が十分に高い。 
【良】別添の評価指標に照らし、相対的評価が高い。 
【可】別添の評価指標に照らし、相対的評価があまり高くない。 
【不可】別添の評価指標に照らし、相対的評価が低い。 

 

※本公募は、令和８年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、

成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得る

ことに御留意願います。 
 



別添 
 

産業動物獣医師確保に係る地域の取組に関する総合評価指標 
 
（１）獣医療法（平成４年法律第 46 号）第 11 条第３号第１号に係る都道府県計画等で

定めた①目標内容（産業動物獣医師数）、②現行の産業動物獣医師数（現行の数値

については、獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）第 22 条に基づく令和４年度の数

値又は直近の地域における独自調査値等）及び③目標達成に向けた進捗状況 
 
（２）都道府県又は地域の①家畜飼養頭数及び②面積に対する産業動物診療獣医師数並

びに③家畜飼養戸数に対する農林畜産公務員獣医師数（獣医師数は（１）を参照の

こと。家畜飼養頭数及び家畜飼養戸数は、直近の畜産統計の数値又は直近の地域に

おける独自調査値のほか、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和 29 年法律

第 182 号）や食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）等に基づく地域計

画の目標値を含む） 
 
（３）都道府県又は地域における他部局も含めた産業動物公務員獣医師確保に係る取組

（①都道府県の公務員獣医師の農林畜産部局と非農林畜産部局の比率及び②非農林

畜産部局の獣医師の家畜防疫員任命率 
 
（４）過去の獣医師養成確保修学資金給付事業（地域枠を含む）の活用実績（地域枠を

含む過去の①割当枠に対する学生の確保状況、②返還事例数） 
 
（５）都道府県又は地域としての産業動物獣医師確保に向けた取組（①都道府県単独の

産業動物獣医師向け修学資金事業の有無、②修学資金以外の当該都道府県内におけ

る獣医療提供体制整備事業の利用状況（インターンシップ受入人数、研修開催数な

ど））及び③その他の獣医療提供体制整備に向けた取組（獣医師の業務量削減に係

る取組など） 
 
 

※ 産業動物獣医師とは、獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）第 22 条の届出状況に

おいて①家畜保健衛生所等の都道府県農林畜産部局に所属する公務員獣医師と、

②民間団体や個人診療施設において産業動物診療に従事する獣医師を指す。また、

非農林畜産部局の獣医師とは、と畜場や保健所、その他環境部局等の都道府県の

農林畜産部局以外で就業する公務員獣医師を指す。 


